
　この冊子は、認知症の進行状況に応じてどのようなサービスや支援を利用でき
るのかをまとめたものです。認知症について理解を深め、必要なとき、必要な支援
を受け、住み慣れた地域で、自分らしい生活を送れるようにご活用ください。

必要なときに必要な支援を

認知症ガイドブック認知症ガイドブック認知症ガイドブック
～いつまでも住み慣れたまちで暮らすために～

（下野市認知症ケアパス）（下野市認知症ケアパス）（下野市認知症ケアパス）
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地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター

高齢者のみなさんやそのご家族、高齢者の近所にお住いの方も
無料でご利用いただける身近な相談窓口です。
電話や来所のほか、ご自宅への訪問による相談も行っております。
困ったことや心配ごとは、まずはお住いの地区の
地域包括支援センターへご連絡ください。

高齢者に関する相談窓口です

受付時間：平日8:30～17:15 (土日祝・年末年始除く)
※緊急時の電話相談は上記の時間外でも受け付けます。
　非通知設定の場合は転送されません。ご了承ください。



認知症の現状とこれから…認知症の現状とこれから…
活用方法フローチャート
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認知症の予防や、いつまでもイキイキと生活するために 10

認知症は早期に気づいて対処することで、進行を遅らせることがで
きます。「なんだかおかしい」と感じたら早めに相談しましょう。

認知症介護は、家族だけで抱え込まず、地域の方や相談機関、医療・
介護の専門機関などさまざまな人の力を借りることが大切です。

認知症になっても安心して暮らせる地域づくりのために、認知症へ
の正しい理解と地域ぐるみでの見守りについて考えていきましょう。地域住民向け地域住民向け
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2040年には65歳以上の
およそ15％が認知症！？

◉下野市の認知症ガイドブックは、「家族の会」や「チームオレンジしもつけ」のメンバーからの意見
を反映して作成しています。

18・19●認知症の症状や状態に応じて利用できる支援やサービスを知りたいとき

　日本は超高齢社会に突入しており、総人口の29.1％、つまり約
3.5人に1人が65歳以上の高齢者となりました。高齢化率は今後
もさらに上昇し続けると予測されており、このような背景とともに
認知症を発症する高齢者の数も増え続けています。
　厚生労働省の研究班によりますと、認知症の高齢者は、2025年
には約471万人となり、団塊ジュニアの世代が65歳以上になる
2040年には約584万人となり、高齢者のおよそ15％（6.7人に1
人）が認知症になると予想されています。

認知症を理解しよう
認知症は早期発見が大切です
認知症の受診と治療・ケア
認知症の方への接し方
認知症の予防やいつまでもイキイキと生活するために
介護保険 「こんなときにはこのサービス」
認知症の進行と主な症状・状態の変化を知ろう
下野市版 認知症ケアパス
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認知機能障害
見当識障害（場所・時間がわかりにくくなる）・記憶
障害・判断力低下・話を理解したり話すことが難し
くなる・仕事や家事を順序立てて出来にくくなる

行動・心理症状（BPSD)
意欲がなくなる・いらだつ・怒りやすい・暴力的
な言動・うつ状態・大声・落ち着きなく歩き回る

不適切な環境
◆他の病気・怪我
◆自信喪失

◆情報が多すぎる
◆居場所がない

　認知症とは、なんらかの原因によって脳が障害
を起こし、認知機能（記憶力や判断力など）が低下
し、日常生活や社会生活に支障をきたす状態のこ
とです。具体的な症状には、記憶・記銘障害や見 
当識障害などの認知機能障害、不安・いらだち、
妄想などの行動心理症状（BPSD）があります。
　原因となる病気はさまざまですが、次の4つの
疾患に起因するものが全体の9割を占めています。

き おく き めい しょう がい けん

とう しき しょう がい

改善

4 他の病気が見つかることもあり
ます。

（P11～12参照）



　軽度認知障害は、正常と認知症の間の状態のことで、MCI（Mild 
Cognitive Impairment）とも呼ばれます。認知症のような症状があ
るものの生活にはほとんど支障がなく、認知症の診断基準には当て
はまらない状態のことをいいます。記憶力が低下したり、新しいこと
を覚えにくくなったり、集中力が落ちるなど、認知機能の低下が見ら
れますが、この段階で対処すれば、認知症への進行を遅らせることが
できるともいわれています。

●軽度認知障害（MCI）について
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

　65歳未満で発症した認知症を若年性認知症といいます。高齢期に発症
する場合と医学的には大きな違いはありませんが、女性よりも男性に多く
発症するといった特徴があります。また若いがゆえに、何らかの異常が現
れていても本人も周囲も認知症のせいとは思い至らず、発見が遅れてしま
う傾向があります。40～50代の働き盛りでの発症が多いため、仕事への影
響や家族の精神的・経済的負担も大きくなります。早い段階で、適切な支
援につなげるためには、早期の正しい診断が重要となります。

●若年性認知症について
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

この段階での診断が
認知症予防のカギ！
この段階での診断が
認知症予防のカギ！

正常への回復は難しい

MCI
認知症

軽度
認知症

中度
認知症

重度
認知症

正常

軽度認知障害（MCI）と認知症の関係軽度認知障害（MCI）と認知症の関係

×

多くは
このタイミングで診断

若年性認知症
専用相談窓口

若年性認知症
コールセンター

若年性認知症の方本人や家族に関わるさま
ざまな支援を行っている若年性認知症支援
コーディネーターに相談できます。本人や家
族だけでなく、勤務先などからの相談にも応
じます。

専門的教育を受けた相談員が、若年性認知
症の方本人や家族が抱える悩みや心配事の
相談に応じます。

☎028-627-1122
土曜日13時30分から16時まで
 （年末年始・祝日を除く）

☎0800-100-2707
月曜日から土曜日10時から15時まで
 （年末年始・祝日を除く）メールでの相談もできます。

［ホームページ］ https://y-ninchisyotel.net/

［認知症予防財団HPより］

●認知症とロコモの簡易チェックもご利用ください●
下野市　認知症とロコモの簡易チェック

※携帯電話・スマートフォンからは右記の二次元コードをご利用ください。

ページ番号：P-003442



まずはかかりつけ医に相談しましょう
　かかりつけ医は、日頃から患者さ
んの健康状態を把握し、ちょっとし
た体の不調などにも気軽に対応し
てくれる身近なお医者さんです。認
知症が気になったとき、まずはかか
りつけ医を受診しましょう。

受診するとき医師に伝えるポイント
●日ごろ気がかりに感じていること
●気になり始めた時期やきっかけ、具体的な様子や場面
●「以前」と「いま」の生活の違い（生活リズム、食事、外出や友人との交流など）
●過去の病歴（手術歴や現在治療中の病気など）
※あらかじめ伝えたいことや医師に聞きたいことをメモしておくとよいでしょう。

上手に受診を促すために
　認知症の疑いのある人が、自ら医療機関を訪れるケースはほとんどありません。本人にた
めらいがある場合や自覚がない場合は、受診を促すときの表現を工夫してみましょう。本人に
寄り添い、人としての尊厳や自尊心を傷つけないように注意することが大切です。

●医療機関にかかるとき
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

認知症の受診と治療・ケア認知症の受診と治療・ケア

●早い段階で変化に気付いてくれる
●本人や家族の不安に対する相談やアドバイスを
　してくれる
●適切な専門機関を紹介し、受診を勧めてくれる
●地域の認知症介護サービス機関との連携　など

かかりつけ医のメリット

認知症の方への接し方

本人の自覚がある場合 本人の自覚がない場合本人の自覚がある場合 本人の自覚がない場合

私の健康診断に
付き添って

一緒に健康チェックに
行きませんか

ずっと元気でいて
欲しいから

早く発見できれば
進行を遅らせることも
できますよ

認知症の受診と治療・ケア

　認知症の方は、記憶力や理解力は低下しますが、その人らしさや感情は今までと同じように
持ち続けています。本人の気持ちに寄り添い、人としての尊厳や自尊心を傷つけないようにし
ましょう。関わり方次第では、介護者を悩ませる周辺症状の多くを和らげることができます。

●命令的、高圧的な態度をとらない
●間違いを否定したり失敗を叱ったりせず、優しい口調で
●理解できない言動が見られても、調子を合わせる

●ゆっくり簡潔な言葉で、目線の高さを合わせて笑顔で接する
●環境の急激な変化を避け、本人のペースを尊重する
●様子を見守り、必要に応じて声をかける
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認知症の予防やいつまでもイキイキと生活するために

認知症の予防やいつまでもイキイキと生活するために認知症の予防やいつまでもイキイキと生活するために

認知症の予防やいつまでもイキイキと生活するために

認知症予防のために通える場所や地域活動ができる場所について認知症予防のために通える場所や地域活動ができる場所について
　高齢者の仲間づくりや健康づくり、生きが
いづくり、閉じこもり防止などを目的に地域
住民が中心となって企画運営している通い
の場です。

　ボランティアセンターでは、さまざまなボランティアを募集していま
す。趣味や得意なことを活かしてみませんか。

活動内容
地域ふれあい
サロン

ボランティア
センター 下野市社会福祉協議会 ☎0285-43-1236

　老人クラブは、地域を基盤とした高齢者の自主的な組織です。
行政や自治会、社会福祉協議会などの関係機関と協働して、仲間
づくり、健康づくり、社会奉仕活動など生活や地域を豊かにする活
動に取り組んでいます。老人クラブ

下野市社会福祉協議会 ☎0285-43-1236

　参加者の健康の維持・向上を目的に、健康づくりを中心としたサロン。
65歳以上の市民（食事・着替え・排泄・歩行等に介助を要しない
が生活機能の低下がみられる方）

【サンクス】リビングサンクス石橋
【ゆうゆう】ゆうゆう館

ふれあいサロン

地域包括支援センター ※連絡先裏表紙参照

下野市社会福祉協議会 ☎0285-43-1236

地域の住民同士で集まり、しもつけ元気はつらつ体操や茶
話会、レクリエーションなどさまざまな活動をしています。

対象者

●下野市の医療・介護・地域資源情報をしもつけケアナビ（Sナビ）で検索できます。

認知症に対応できる医療機関について認知症に対応できる医療機関について
本人または家族の認知症が心配なときは、まずはかかりつけ医に相談しましょう。かかりつ
け医がいなければ、認知症専門医に相談してみましょう。

もよりの
認知症疾患
医療センター

かかりつけの
医療機関

とちぎ
オレンジドクターが

在籍する
下野市内の医療機関

　必要に応じて、かかりつけ医からの
紹介で専門病院での診察や検査を
案内されることがあります。

　オレンジドクターは物忘れや認知症の相談ができる医師として、
栃木県が認定した医師です。

　保健・医療・介護機関などと連携を
図りながら、認知症疾患に関する専
門相談・鑑別診断などを行う専門医
療機関です。
●自治医科大学付属病院
●獨協医科大学病院

☎0285-58-8998
☎0282-87-2251

………………………………
……………………………………
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医療機関地区 所在地 電話番号医療機関地区 所在地 電話番号

石
橋
地
区

新島内科クリニック

佐藤内科

大栗内科

都丸整形外科

☎0285-５３-８８２０

☎0285-５３-１３０５

☎0285-５３-５８５０

☎0285-52-1010

文教３－１０－４

石橋８３９－１４

石橋８１１－１

文教1-11-16

南
河
内
地
区

しもつけクリニック

つるかめ診療所

れもん在宅クリニック

☎0285-３２-６３３１

☎0285-３２-６０１１

☎0285-３９-８７３２

薬師寺３１７１－４

緑３－１８－１６

祇園１－１３－２

国
分
寺
地
区

自治医科大ステーション・
ブレインクリニック ☎0285-３７-８７２１医大前３－２－２－３

令和6年11月時点

本
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認知症の予防やいつまでもイキイキと生活するために認知症の予防やいつまでもイキイキと生活するために
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地域包括
支援センター

地域包括支援センター

下野市の
相談窓口 高齢福祉課 ☎0285-32-8904

社会福祉課 ☎0285-32-8899

自宅で生活が続けられるように、日常生活を支えるサービスです。利用要件や利用者負担が
ある場合があります。詳しくはお問い合わせください。

ねたきり老人等
介護手当事業

　在宅のねたきり高齢者および認知症高齢者を介護している方に、月額3,000円
の介護手当を支給します（支給月：9月、3月）。

在宅で要介護2～5の方または重度の認知症の方と固居し、主に介護をしている方
（※要介護2·3の方は、重度の認知症の方が対象です）
※施設入所や医療機関に長期入院した時は対象外となります
※支給月前に「現況届」の提出に関するご案内をし、在宅月数を確認させていただきます

対象者

ねたきり老人等
紙おむつ購入券
給付事業

　在宅等で常に紙おむつまたは尿取りパットを使用している下記対象者の方に、月
3,000円分の紙おむつ購入券を給付します。

満65歳以上で、ねたきりの状態または認知症のため介護保険の要介護2～5の認定を
受け、常に紙おむつを使用している在宅の方、および医療機関に入院している方。
（※要介護2·3の方は、重度の認知症もしくは障がい等によりねたきりの方が対象です）
※入院する医療機関によって紙おむつの持ち込みができない場合もありますので、ご確認ください
※施設入所の方は対象外となります

対象者

声かけふれあい
収集事業

　ご自身で家庭ごみを指定のごみステーションに出すことが困難な方々に対し、見守
りのためにご自宅に訪問して、同時に家庭ごみを回収します。

概ね65歳以上で要介護認定を受けている方のみで構成されている世帯の方
※自力でごみを出すことが困難で、親族や近所などからの支援を受けることが難しい状    
　況の方が対象となります
※緊急連絡先（親族、協力者等）の登録が必要になります

対象者

①位置情報サービス（GPS）　②身元確認サービス（QRコード）サービス
内容

配食サービス
　ひとり暮らし高齢者および高齢者のみ世帯の方を対象に、昼食時にお弁当の配
達をしながら安否確認を行います。

概ね65歳以上のひとり暮らし高齢者、または高齢者のみ世帯で食事の調理が困難な方等
※安否確認のため、お弁当はご本人に直接受け取っていただくことが必要です
※緊急連絡先（親族、協力者等）の登録が2名以上必要になります

対象者

安否確認・緊急通報
システム貰与事業

　緊急時に対応できる安否確認機能のついた緊急通報システム機器（通報機器、
見守りセンサー、ペンダント型発信機）の貸与を行います。

概ね65歳以上のひとり暮らし高齢者の方で、特に体調等に不安を感じている方
※設置の際は、緊急連絡先（親族、協力者等）の登録が2名以上必要になります対象者

徘徊高齢者等
あんしん

サービス事業

　ひとり歩き行動等により所在不明となる可能性がある認知症の方を早期に発見
できる位置検索システムの活用により、ご本人の安全を確保することで家族介護
者が安心して介護できる環境を整えます。

要介護、要支援の認定を受け、ひとり歩き等が見られる方を在宅で介護している方対象者

高齢者の生活を支えるサービスについて高齢者の生活を支えるサービスについて

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

　高齢福祉課の窓口では、介護保険の手続き
や福祉サービスなどの相談ができます。

認知症
初期集中
支援チーム

地域包括支援センター ※連絡先裏表紙参照

　認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らせるように、認
知症サポート医と医療・福祉の専門職が「認知症初期集中支援
チーム」として、認知症の方に早期に関わることを目的に活動して
います。

※連絡先裏表紙参照

本
人
向
け

家
族
向
け

地
域
住
民
向
け

家
族
向
け

地
域
住
民
向
け

本
人
向
け



認知症
家族の会

介護保険 「こんなときにはこのサービス」認知症の予防やいつまでもイキイキと生活するために
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下野市社会福祉協議会　あすてらすしもつけ ☎0285-43-1250

下野市成年後見サポートセンター（下野市社会福祉協議会 内）☎0285-43-1236
地域包括支援センター ※連絡先裏表紙参照

高齢福祉課 ☎0285-32-8904

高齢福祉課 ☎0285-32-8904

高齢福祉課 ☎0285-32-8904

下野警察署 ☎0285-52-0110

　認知症を正しく理解し、認知症の方やその家族を地域で温かく
見守る応援者になってもらう講座です。認知症について知ってみた
い、学びたい方はぜひご参加ください。

　認知症の家族を介護された経験のある方たちが中心となって、
交流会等を開催しています。

チームオレンジ
しもつけ

認知症
サポーター
養成講座

高齢福祉課 ☎0285-32-8904

　下野市内の認知症の人やその家族の人が地域で安心して暮らせるよ
う見守るサポーターです。認知症カフェの運営を中心に活動しています。

認知症
家族交流会 高齢福祉課 ☎0285-32-8904

　認知症の方を介護している家族の交流と情報交換の場となっ
ています。
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介護保険 「こんなときにはこのサービス」介護保険 「こんなときにはこのサービス」
　介護保険には多くのサービスがあり、ご本人、ご家族の状況に応じた様々なサービスが受
けられます。

ケアプラン作成、サービス事業所との
連絡・調整をしてほしい ■居宅介護支援

お風呂に入りたい

■訪問介護（ホームヘルプ）
■訪問入浴介護
■特定福祉用具販売
■通所介護（デイサービス）
■住宅改修

トイレが心配
■訪問介護（ホームヘルプ）
■特定福祉用具販売
■住宅改修

施設に入所してサービスを受けたい
■介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
■介護老人保健施設
■介護療養型医療施設

食事の手伝いをしてほしい ■訪問介護（ホームヘルプ）
家事の手伝いをしてほしい ■訪問介護（ホームヘルプ）
病院まで一人で行くのは大変 ■訪問介護（ホームヘルプ）
自宅で療養上の世話や
アドバイスをしてほしい

■訪問看護
■居宅療養管理指導

自立した生活のため、
リハビリをしたい

■訪問リハビリテーション
■通所リハビリテーション

介護用品を使いたい ■福祉用具貸与
■特定福祉用具販売

外に出て他の人たちと交流したい ■通所介護（デイサービス）
■通所リハビリテーション

数日間施設で介護して欲しい ■短期入所生活介護（ショートステイ）
■短期入所療養介護（ショートステイ）

その他 ■特定施設入居者生活介護
■認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

自宅を住みやすくしたい ■住宅改修

●詳しくは、下野市ホームページをご覧ください。
高齢福祉課 ☎0285-32-8904

こんなとき このサービスこんなとき このサービス

権利を守る支援や制度について権利を守る支援や制度について

（あすてらすしもつけ）

　定期的な訪問により、福祉サービスの利用や、日常的な金銭管理
をお手伝いすることで、認知症の高齢者や障がいのある方が住み
慣れた地域で生活できるように支援します。

　認知症や障がいなどの影響で、重要な手続きを一人で判断する
ことが難しい方の財産管理や日常生活上の法律行為（契約など）
を、成年後見人などが本人の意思を尊重しながら、本人に代わって
支援する制度です。
　成年後見制度の仕組みや内容について知りたいとき、手続き方
法や費用について知りたいとき、また制度に関してわからないこと
や困ったことがあるときには、下記へご相談ください。
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●同じことを何度も
　言ったり聞いたりする
●季節や場所に合わない
　服装をする
●食事したこと自体を忘れる
●服薬管理ができなくなる
●通帳などの保管場所が
　わからなくなる
●ゴミ出しができなくなる

●会話が成立しなくなる
●家族の顔や名前がわから
　なくなる
●寝たきりになる
●食事介助が
　必要となる

ひとり歩きをするように
ならないか心配
病気だとわかっていても
怒ってしまう

人生の最後をどのように迎えるかについて、施設入所も
含めて早い段階から家族間で相談しておきましょう



下野市版認知症ケアパス下野市版認知症ケアパス

下野市版 認知症ケアパス下野市版 認知症ケアパス

P14
参照

P14
参照

P14
参照

P14
参照

P13
～P15
参照

P12
参照

P11
参照

P10
参照 （しもつけ元気はつらつ体操　　　　　・地域ふれあいサロンなど）

徘徊高齢者等あんしんサービス事業など・介護保険サービス
はい かい高齢者の生活を

支えるサービスについて

●地域包括支援 　
センター

権利を守る
支援や制度について

認知症家族の会しもつけ など）

●福祉サービス利用・日常的な金銭管理の支援など（日常生活自立支援事業）


